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１．空家等の実態
（１）統計に見る空家等の実態【住宅・土地統計調査】
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・住宅・土地統計調査によると、
全国や茨城県では近年は横ばいであるが、
石岡市は空家率の上昇が著しい。

空
家
率
（
％
）

調査年 出典：（各年）住宅・土地統計調査（総務省統計局）
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■調査結果概要
・H28からの５年間で５割弱（633件）の空家等が減少。

しかし新たに８９１件の空家等が発生し、
全体としては約２割増となった。

・特定空家等の候補が２６５件（空家等の１６％）
・特に、石岡駅周辺に空家等が集積

H28空家等
実態調査総数

1,361件

建替え、除却等により
空家等ではなくなった建築物

633件

R3でも空家等
728件

R3新規空家等
891件

R3空家等総数
1,663件

（728+891+44）

苦情等により
市で把握した空家等

44件
（101件→ 44件＝-57件）

5年間で増えた空家等数

（２）現地調査に見る空家等の実態【令和3年度石岡市空家等実態把握調査】

◆空家等の５年間の推移



4

◆空家等の分布状況

＜空家等の集積が多い＞
国府・府中・貝地・石岡２等
の石岡駅周辺に空家等の集積
がみられた

＜空家等の集積が見られない＞
石岡地区南側の三村・石川・井関
等では、空家等は広く点在してい
る

JR常磐線石岡駅

＜空家等の集積が多い＞
八郷地区では地区の中心市街
地である柿岡で空家等の集積
がみられた

＜空家等の集積が見られない＞
八郷地区北側の大増・大塚・小
塙等では、柿岡に比べて空家等
は広く点在している

＜空家等の集積が見られない＞
八郷地区南側の下青柳・青田・
辻等では、空家等は広く点在し
ている

凡例 区 分 件数

● 空家等（特定空家等候補を除く） 1,398

● 特定空家等候補 265

合計 1,663



（３）今後の空家等に関する負の要因
①急激な人口減少 ②家屋の腐朽・破損
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・1980(昭和55)年までに建築したものは
軒数が多く、腐朽・破損の割合も多い
→ 空家等の増加が懸念される
（リニューアルには費用がかさむ）

腐朽・破損率
平均6.5%

※ 縦軸は、集計単位毎に令和2年の人口を100とした場合の、
各年の人口を示した値

※

・全国、県をはるかに超える
急激な人口減少予想

全国：20年間で12%減
石岡市：20年間で25％減

→ 空家等の増加が懸念される



２．現行の対策計画の内容
■石岡市空家等対策計画（平成29年8月策定）
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空家等の状態に応じた施策概念図

Ⅰ 空家等の
発生抑制

■空家等の調査

○定期的な空家等の実態調査
○空家等の所有者等の調査・特定
○空家等の所有者等への意向調査
○空家等の情報のデータベース化
○地域との連携強化

■空家等の発生抑制
○当事者意識の啓発等
○相続問題等に関する支援
○住宅流通の支援

■所有者等による空家等
の適切な管理の促進

○所有者等への啓発
○所有者等以外による適切な管理の支援
○解体・除却のための支援
○緊急安全措置

■空家等及び除却した
空家等に係る跡地の
活用の促進

○移住・定住の促進のための利活用
○地域活性化のための施設等としての利活用
○地域資源としての価値を保全する利活用

■特定空家等に対する
措置

○特定空家等に関する判定の手続き
○特定空家等の判断基準
○石岡市空家等対策協議会の役割
○特定空家等に対する措置の手続き

■住民等からの空家等に
関する相談への対応

○市役所相談窓口の設置
○空家等に関する相談会の開催

■空家等に関する対策の
実施体制

○石岡市空家等対策協議会の継続
○庁内体制の整備
○関係団体、市民等との連携強化

■その他空家等に関する
対策の実施

○関係法令との連携

Ⅱ 空家等の
利活用の推進

Ⅲ 管理不全状態
空家等の抑制
・解消

Ⅳ 関係主体の
連携推進

４つの
基本的な方針



３．空家等対策の取組状況
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（１）空家等の発生抑制
①市広報誌・HPを用いた空家等対策の啓発

・「情報ネットワーク」に定期的に掲載
・市HPに掲載

②適正管理を促す啓発文書の送付
（H29～R3 合計207件）

市職員の目視調査により、管理が不十分と判断した
空家の所有者に、年１回の文書送付。なお、空家バン
クのチラシを同封。



（２）空家等の利活用の推進
■空家バンク制度の実施
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平成30年度より、市内における空家等の有効活

用を通して良好な住環境を確保し、石岡市への移

住・定住の促進及び地域活性化を図るため、空家

バンクを開設している。

R4.9実績 登録 成約 取消

件数 19件 18件 1件



■助成制度の実施 （R3年度末）

目的 制度名 補助種別 対象者 補助額 件数 備考

空家等
の解消

解体費用
補助金

空家等の解体
に係る費用補
助

・特定空家等
・昭和56年5月31
日以前の建築物
・所有者/相続人

・解体工事費の
1/3、
30万円限度

4件 R1～R3

活用支援
・

流通促進

空家バン
ク活用促
進助成金

空家等の購入
に係る不動産
仲介手数料

・バンク物件
・購入者

手数料の
1/2以内、
5万円限度

2件 H30～R3

賃貸住宅
ストック活
用事業

既存住宅の家
賃補助

・市認定民間賃
貸住宅（マンショ
ン）
・賃借者

世帯収入、間取
りに応じた補助
額、
月額21,300～
40,000円（R3実
績）

46件 H29～R3

9
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■空家等の活用

①新規就農者への空家等の斡旋
（市外からの移住者）

45件（H29～R3）

②地域おこし協力隊住宅兼活動拠点
8件（R1～R4）

④地域おこし協力隊活動拠点、
イベント会場

③新規就農者研修施設
1件（継続的に使用）

⑤歴史的建造物や茅葺民家を
修理して活用 6件

川又地区 太田地区

柿岡地区 太田地区 葦穂地区



（３）管理不全状態空家等の抑制・解消

■特定空家等候補の詳細把握・措置状況 R3年度末
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特定空家等
候補総数

特定空家等候補 特定空家等認定

不適正
管理

（啓発文書）

適正
管理

（居住・
使用中）

自主
解体

助言・指導 勧
告

命
令

戒
告

代執行
（解体）

解体 内 補助
金交付

指導中

件数 286件 165件 32件 69件 9件 （4件） 10件 - - - 1件

割合 100% 57.7% 11.2% 24.2% 3.1% 3.5% 0.3%



■略式代執行実施（１件）

執行前の状況 執行後の状況

略式代執行案件の概要
・所在地：石岡市府中一丁目地内
・経緯等：石岡市告示389号において公告しました泉橋付近の特定空家等につきまし

て、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定により、
略式代執行を実施した。

・執行日：平成29年9月12日～13日
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市では、空家等の問題解決に向けた取り組みと
して、公益社団法人石岡地方シルバー人材セン
ターと連携・協力のため、「空家等の適正な管理の
推進に関する協定」を平成30年4月23日に締結し
た。

本協定により、「遠方で管理できない」などの理
由で空家等の管理ができない所有者に対し、シル
バー人材センターの空家等の管理に関するサー
ビスを紹介することが可能となった。

（４）関係主体の連携推進

①シルバー人材センターと協定締結 ②司法書士会と協定締結
市では、空家等対策として所有者等調査を円滑

に推進するため、専門家による調査や空家等所
有者からの相談しやすい環境をつくることを目的
に、茨城司法書士会と連携・協力のため「空家等
対策の連携に関する協定」を令和元年7月9日に
締結した。
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４．課題と今後の取組方針案
（１）計画目標に対する検証

項 目 計画目標 状 況 主な課題

(1)空家等の
発生抑制

①市広報誌等を通じ
た情報発信

②市役所相談窓口の
設置

①市広報誌での目立った
発信はない

②相談窓口は設置済だが、
相談件数は少ない

◆空家等所有者アンケー
トでは解体費用支援、相
談窓口開設の要望が多い

①市広報誌等での特集

②相談窓口の広報充実・
関係団体との連携強化

◆特定空家等にならない
ための空家等への指導強
化
◆解体費用の助成検討

(2)空家等の
利活用の推
進

①空家バンク制度の
創設

②地域活性化のため
の空家等の利活用

①H30年度から運用開始
②市の5事業等に関連し
斡旋を実施

①登録物件数が少なく、そ
の増加が課題
②より多くの利活用の実現

(3)管理不全
状態の空家
等の抑制・
解消

①特定空家等の改善 ①特定空家等の認定20件
（H29～R3年度）
【内 略式代執行1件】

①追加認定やレベルの更
新、有効な解消方法の検
討

(4)関係主体
の連携推進

①各専門家の協力を
得た空家等相談会の
開催

①相談会は開催していな
いが、２団体と協定を結び
相談しやすい環境づくり

①庁内関係連絡会の設置、
空家等相談会の開催
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Ⅰ 空家等の
発生抑制

■空家等の調査

○定期的な空家等の実態調査
○空家等の所有者等の調査・特定
○空家等の所有者等への意向調査
○空家等の情報のデータベース化
○地域との連携強化

■空家等の発生抑制

○当事者意識の啓発等
○相続問題等に関する支援
★積極的な空家化防止活動
○住宅流通の支援

■所有者等による空家等
の適切な管理の促進

○所有者等への啓発
○所有者等以外による適切な管理の支援
○解体・除却のための支援
○緊急安全措置

■空家等及び除却した
空家等に係る跡地の
活用の促進

★早期利活用につなげる情報収集・重点補助
○移住・定住の促進のための利活用
○地域活性化のための施設等としての利活用
○地域資源としての価値を保全する利活用

■特定空家等に対する
措置

○特定空家等に関する判定の手続き
○特定空家等の判断基準
○石岡市空家等対策協議会の役割
○特定空家等に対する措置の手続き

■住民等からの空家等に
関する相談への対応

■空家等に関する対策の
実施体制

○石岡市空家等対策協議会の継続
○庁内体制の整備
○関係団体、市民等との連携強化

■その他空家等に関する
対策の実施

○関係法令との連携

Ⅱ 空家等の
利活用の推進

Ⅲ 管理不全状態
空家等の抑制
・解消

Ⅳ 関係主体の
連携推進

○市役所相談窓口の設置
○空家等に関する相談会の開催

（２）対策計画の策定方針（素案）

・相談窓口の広報充実
・相談会の開催
・関係団体との連携強化
・空家バンク向けの物件発掘

・庁内連絡会の設置

現行計画の方針・施策等【紫文字は主な課題部、★新規項目】 主な追加事項

・市広報誌での特集
★啓発セミナー等の開催
★ケアマネジャー等との連携

★利活用可能な空家等の積
極的な発掘

★利活用と連動した解体・除
却費用の助成

★まちづくりの一環として市内
団体との具体的な連携


